
義務教育の目標（学教法２１）
①自主、自律及び協同の精神、規範意識、公正な判断力並びに公共の精神に基づき主体的に社会の形成に参画し、
その発展に寄与する態度を養う
②生命及び自然を尊重する精神並びに環境の保全に寄与する態度を養う
③伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛する態度を養うとともに、他国を尊重し、国際社会の
平和と発展に寄与する態度を養う
④家族と家庭の役割、生活に必要な衣、食、住、情報、産業その他の事項について基礎的な理解と技能を養う
⑤読書に親しませ、生活に必要な国語を正しく理解し、使用する基礎的な能力を養う
⑥生活に必要な数量的な関係を正しく理解し、処理する基礎的な能力を養う
⑦生活にかかわる自然現象について、観察及び実験を通じて、科学的に理解し、処理する基礎的な能力を養う
⑧健康、安全で幸福な生活のために必要な習慣を養うとともに、運動を通じて体力を養い、心身の調和的発達を図る
⑨生活を明るく豊かにする音楽、美術、文芸その他の芸術について基礎的な理解と技能を養う
⑩職業についての基礎的な知識と技能、勤労を重んずる態度及び個性に応じて将来の進路を選択する能力を養う

義務教育の目的（基本法５②）
各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者として必
要とされる基本的な資質を養う

小学校教育の目的（学教法２９）
心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教
育のうち基礎的なものを施す

中学校教育の目的（学教法４５）
小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応
じて、義務教育として行われる普通教育を施す

義務教育

教育の目標（基本法２）
教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
一 幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養う。
二 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養う。
三 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養う。
四 生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養う。
五 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養う。

教育の目的（基本法１）
教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。

幼児教育の目標
（学教法２３）

①健康、安全で幸福な生活の
ために必要な基本的な習慣
を養い、身体諸機能の調和的
発達を図る
②集団生活を通じて、喜んで
これに参加する態度を養うと
ともに家族や身近な人への信
頼感を深め、自主、自律及び
協同の精神並びに規範意識
の芽生えを養う
③身近な社会生活、生命及
び自然に対する興味を養い、
それらに対する正しい理解と
態度及び思考力の芽生えを
養う
④日常の会話や、絵本、童話
等に親しむことを通じて、言葉
の使い方を正しく導くとともに、
相手の話を理解しようとする
態度を養う
⑤音楽、身体による表現、造
形等に親しむことを通じて、豊
かな感性と表現力の芽生えを
養う

幼児教育の目的
（学教法２２）

義務教育及びその後の教育
の基礎を培うものとして、幼児
を保育し、幼児の健やかな成
長のために適当な環境を与え
て、その心身の発達を助長す
る

幼児教育

高校の目的（学教法５０）
中学校における教育の基礎の上
に、心身の発達及び進路に応じて、
高度な普通教育及び専門教育を
施す

高校の目標（学教法５１）
①義務教育として行われる普通教
育の成果を更に発展拡充させて、
豊かな人間性、創造性及び健やか
な身体を養い、国家及び社会の形
成者として必要な資質を養う
②社会において果たさなければな
らない使命の自覚に基づき、個性
に応じて将来の進路を決定させ、
一般的な教養を高め、専門的な知
識、技術及び技能を習得させる
③個性の確立に努めるとともに、
社会について、広く深い理解と健
全な批判力を養い、社会の発展に
寄与する態度を養う

後期中等教育
（高校など）

大学の目的
（学教法８３）

学術の中心として、広く
知識を授けるとともに、
深く専門の学芸を教授
研究し、知的、道徳的及
び応用的能力を展開さ
せる

高等専門学校の目的
（学教法１１５）

深く専門の学芸を教授し、
職業に必要な能力を育
成する

専修学校の目的
（学教法１２４）

職業若しくは実際生活に
必要な能力を育成し、又
は教養の向上を図る

大学院の目的
（学教法９９）

学術の理論及び応用を
教授研究し、その深奥を
きわめ、又は高度の専
門性が求められる職業
を担うための深い学識
及び卓越した能力を培
い、文化の進展に寄与
する

高等教育
（大学など）

法令上定められている教育の目的・目標について
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中等教育学校の目的（学教法６３）
小学校における教育の基礎の上に、心身の発達及び進路に応じて、義務教育として行われる普通
教育並びに高度な普通教育及び専門教育を一貫して施す

中等教育学校の目標（学教法６４）
①豊かな人間性、創造性及び健やかな身体を養い、国家及び社会の形成者として必要な資質を
養う
②社会において果たさなければならない使命の自覚に基づき、個性に応じて将来の進路を決定さ
せ、一般的な教養を高め、専門的な知識、技術及び技能を習得させる
③個性の確立に努めるとともに、社会について、広く深い理解と健全な批判力を養い、社会の発展
に寄与する態度を養う

学力の３要素（学教法３０②：小学校、４９：中学校、６２：高等学校、７０：中等教育学校）
前項の場合においては、生涯にわたり学習する基盤が培われるよう、基礎的な知識及び技能を習得させるとともに、これらを活用して課題を解決するために必
要な思考力、判断力、表現力その他の能力をはぐくみ、主体的に学習に取り組む態度を養うことに、特に意を用いなければならない。

特別支援学校の目的（学教法７２）
視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自
立を図るために必要な知識技能を授ける

資料５


